
資料２－１１ 

被災者生活再建支援制度に係る特別交付税措置について 

 

 

 

○ 特別交付税に関する省令（抄） 

（昭和五十一年十二月二十四日自治省令第三十五号 

最終改正：平成二五年三月一八日総務省令第一七号） 

 

 

（道府県に係る三月分の算定方法）  

第四条 各道府県に対して毎年度三月に交付すべき特別交付税の額は、第一号

の額及び第二号の額の合算額から第三号の額及び第四号の額の合算額を控除

した額とする。  

一  次の表の上欄に掲げる事項について、それぞれ下欄に掲げる算定方法に

よつて算定した額（表示単位は千円とし、表示単位未満の端数があるときは、

その端数を四捨五入する。）の合算額 

  （後 略） 

 

 附 則 

第六条 平成二十四年度に限り、第四条第一項第一号の額は、同号の規定によ

つて算定した額に、次の各号によつて算定した額（表示単位は千円とし、表示

単位未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。）の合算額を加えた

額とする。 

  （中 略） 

六 平成二十四年一月一日から同年十二月三十一日までの間に発生した災害

について、国の補助金を受けて被災者生活再建支援金の支給を行う道府県及

び同一災害による被災世帯を有する道府県が当該補助金の対象とならない

世帯の世帯主に対して支給する支給金の額のうち特別交付税の算定の基礎

とすべきものとして総務大臣が調査した額に０．五を乗じて得た額 

  （後 略） 

 


